
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

日時：平成２０年９月６日（土）午後１時３０分から 

場所：小林市役所４階大会議室 

 

 

小林市・高原町・野尻町合併協議会 
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第７回議会議員・農業委員会の委員の定数及び任期等の取扱い小委員会 

会 議 次 第 
 

 

１ 開 会 

 

２ 委員長あいさつ 

 

３ 小委員会の運営について 

 

（１） 公開・非公開について 

 

（２） 会議録署名委員の指名 

 

４ 協 議 

 

（１） 議会議員の定数及び任期等について 

 

 

５ その他 

 

６ 閉 会 
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協 議 
 

（１）議会議員の定数及び任期等について 
 

① 前回までの確認事項 

 ○合併後最初に行われる一般選挙における議員定数は２６人以内とし、新市において決

定するものとする。 

 

 ○合併後最初に行われる一般選挙は、新市全域で１選挙区とする。 

 

 ○合併後最初に行われる一般選挙においては、市町村の合併の特例等に関する法律（平

成１６年法律第５９号）第８条第５項の規定を適用しない。 

  （合併時の特例適用以降の、２回目の定数特例は適用しない。） 

 

 ○議会議員の報酬等は、小林市特別職報酬等審議会に諮り、合併時までに定める。 

 

 

 

② 協議事項 

 ○合併時の特例（定数特例・在任特例）の適用について 

 

  ①定数特例の適用の場合 

  （案） 

 議会議員の定数及び任期については、市町村の合併の特例等に関する法律（平成１

６年法律第５９号）第８条第２項及び第３項の規定により、小林市の議会議員の残任

期間に相当する期間に限り、小林市の議会議員の定数２４人に、高原町の区域に設け

られる選挙区の議会議員の定数６人、野尻町の区域に設けられる選挙区の議会議員の

定数５人を加え３５人とする。 

   なお、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３４条第１項の規定により、高

原町の区域を選挙区とする増員選挙（定数６）及び野尻町の区域を選挙区とする増員

選挙（定数５）を実施するものとする。 

 

 

  ②在任特例の適用の場合 

  （案） 

   高原町及び野尻町の議会議員は、市町村の合併の特例等に関する法律（平成１６年

法律第５９号）第９条第１項第２号の規定を適用し、小林市の議会議員の残任期間に

限り、小林市の議会議員として在任する。 

 

 

 

その他 
 

 


